
 
 

専任訪問病児保育⼊会 

 

 

 

【利⽤料⾦・利⽤案内について】 



 
KIDS LEAF の病児保育 
 

1、 お⼦様の⾵邪や体調不良を、“たのしかった”思い出に変える 
2、 仕事も育児も精⼀杯がんばるパパやママを精⼀杯サポートします 

3、 こどものお熱は親が看るのが当たり前？ こどもは社会全体で育てる。安⼼して
利⽤できる病児保育のプロに任せても良いのです。 

 
運営会社：合同会社がじゅまるの⽊ 

がじゅまるの⽊グループでは、重度⼼⾝障がい児・医療的ケア児さんを受け⼊れ
るがじゅまるの家（多機能型事業所）・がじゅまる保育園等も運営しておりま

す。 

 

 

 

 



 

プランについて 
会員様の⽉会費による「ささえあう」病児保育システム 

皆様の⽉会費により下記が実現できております 
・ひとり親家庭でも病児保育利⽤しやすい料⾦設定 

・ご利⽤当⽇朝 7 時 30 分までのご予約にて 100％対応保障 
・スタッフの研修費・確保費⽤ 

・事故に備えた損害賠償保険の加⼊ 
 
 

 

プランの概要について 
ご家庭の“いざ”というときに、 
ご利⽤前⽇ 15 時〜ご利⽤当⽇ 7 時 30 分までに 
ご予約された⽅に限り、 
100％対応をさせていただいております。 
また、当⽇のご予約でも可能な限り対応させていただきます。 
マンツーマン保育になるため、受診の代⾏や感染症初期や軽度の症状
でもお預かり可能です 

 
※注 1 

７時 30 分までのご依頼に対しお応えできなかった場合は、 
下記の「KIDSLEAF クーポンの概要」記載のクーポン（「KIDSLEAF クーポ
ン」）を配布いたします。 
 
ただし、KIDSLEAF 宣⾔の発令中においては、 
KIDSLEAF クーポンの配布対象とはなりません。 

 
 

※注 2 
ご利⽤当⽇ 7 時 30 分までのご依頼に対しお応えできなかった場合は、 
下記の KIDSLEAF クーポンを配布いたします。 
 



【KIDSLEAF クーポン】 
1. お使いいただける対象サービス・対象料⾦ KIDSLEAF の病児保育サービスの 

利⽤料⾦（保育料）に適応されます 
（⽉会費・更新料その他保育料以外の料⾦等には使⽤できません。） 
 

3.配布時期 
ご依頼にお応えできなかった⽉の翌⽉〜翌々⽉に配布 

 
4.有効期限 

クーポンの発⾏⽇より 1 年間有効 
 

2.額⾯・枚数 
5,000 円分・2 枚 

 
5.発⾏回数 

同⽉内に複数回のお断りが発⽣した場合でも、1 枚のみの発⾏となり 
 
 

7.分割利⽤について 
1 回使い切りとなります。1 枚のクーポンを複 

数回の病児保育に分けて使⽤することはできません。 
 

6.利⽤⽅法、払戻しについて 
利⽤対象の保育料がクーポンの額⾯（5,000 円）未満であっても、差額の払戻し

はございません。 
 

8.その他 
KIDSLEAF クーポンを使⽤は配布を受けた 

利⽤会員のみ。 
他の利⽤会員による使⽤や他の利⽤会員への譲渡等はできません。 

クーポンの利⽤⽅法の詳細については 
発⾏時にご案内します。 

 
 
 
 



 
※注４ 

メールにて、クーポンをお送りいたします。 
印刷して利⽤時に直接スタッフにお渡しください 
 

※注 3 
⿇疹(はしか)、新型コロナウイルス感染症に関してはお預かりを⾏っておりませ 
ん。（感染疑い、潜伏期間もお預かりを⾏っておりません） 
お預かり時に受診等で発症の可能性が⽣じた場合は、 
速やかにご帰宅をお願いいたします 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



会員登録・ご利⽤に関する重要事項説明① 

 
ご⼊会及びご利⽤の継続が難しいケース 

 
・特別な医療⾏為が必要な場合 

保育者は、医療従事者ではないため、医療⾏為は⾏えません。 
例：・体内外にチューブやカテーテル等の医療器具が挿⼊されているお⼦さん 

・医療的ケアが必要なお⼦さん 
・在宅酸素が必要なお⼦さん（⼀時的使⽤も含む） 
 

・弊社にて、第三者による 1 対 1 の病児保育が困難と判断した場合、休会のご提
案や、場合により⼊会をお断りすることがあります。 
例：てんかんの診断/疑いがあるお⼦さん 

 
・1歳未満のお⼦さんで、⾃宅内での喫煙者がいる場合 
乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイドライン（第２版）（厚⽣労働省平成 24 年
10 ⽉）に準拠し、ご⼊会いただくことができません。 

 
・虚偽報告があった場合 

ご⼊会後に虚偽の報告が認められた際には、退会勧告をさせていただく場合が
ございます。 
※健康状態に変化（⼊院・アレルギー追加等）があったときは必ずお申し出くだ
さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
病児保育の利⽤ができないケース 
 

その⽇の温度・湿度によってはエアコンを使⽤いたします。 
停電、断⽔、ライフライン停⽌の時はお預かりをお受けすることができません。 
 

病児保育に当たらない場合はご利⽤いただけません。 
定期検診・定期観察のための受診付添・⾷物アレルギー等負荷試験の 

付添・予防接種・感染予防等 
 

 
指名制・担当制はお受けしていません 

「病児保育」は突発的な特性があるため、担当制ではありません。 
弊社にて利⽤家庭と保育スタッフのマッチングを⾏います。 

 
与薬について 

弊会では、保育所運営の基準となっている「保育所保育指針解説書」を参考にして
おります。保育中に与薬をご希望がございます場合は、 
必ずお薬と共に与薬依頼書をご⽤意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



会員登録・利⽤に関する重要事項説明② 

 
⽣後６ヶ⽉未満のお⼦さんのご利⽤ 
⽣後 6ヶ⽉未満（早産の場合は修正⽉齢で判断）のお⼦様は、ご利⽤前の受診が必
須となっております。 
また、最終受診⽇から 3 ⽇以上症状が継続している場合や症状が悪化している場
合は、ご利⽤前に再受診をお願いしております。 
お⼦さんの病状が悪化している場合は、受診のため状況に応じて保護者の⽅にご
帰宅を依頼する場合がございます。 
 
 
 
 
受診代⾏ 
受診代⾏とは、ご家庭に代わって KIDSLEAF スタッフが、かかりつけ医を受診す
ることです。ご利⽤開始までに保護者による受診が難しい場合や、保育中に症状変
化があり受診が必要な場合などに KIDSLEAF スタッフが受診代⾏を⾏うことが可
能です。代⾏受診の際には、原則として医師の指⽰に従います 
 
※受診について、ご家族以外の第三者が受診可能であるかを事前に保護者の⽅か
らかかりつけ医にご確認ください。 

※お預かり中にお⼦さんの病状変化があった場合は、保護者の⽅にご連絡します。
受診先医師より保護者のご帰宅要請があった場合や救急搬送時は受診先（搬送
先）へお越しいただく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
兄弟・姉妹でのご利⽤ 
病児保育はお⼦さん 1⼈に対して保育者 1⼈の保育です。 
きょうだいで同⽇にご利⽤の場合は、それぞれご予約いただく必要がございます。 
 
7歳以下の兄弟・姉妹がご病気でご⾃宅に滞在される場合は、 
必ず保護者もしくは保育者の⽅がご在宅いただけますようお願いいたします。 
（ご病気以外の理由でご在宅の場合は不要です） 
 
保護者もしくは保育者不在で健康なごきょうだいが在宅される場合は、下記の 2 つ
の条件両⽅にあてはまる場合のみ可能です。 
 
・健康なごきょうだいが就学児以上である 
・健康なごきょうだいが⾝の回りのこと（排泄、⾷事等）がご⾃⾝で出来、⼤⼈の
⾒守りなしにお留守番ができる 

 
 

スマホ・パソコン環境 
病児保育の予約はWEB上の会員ページからのみとなります。 
また、請求内容や各種書類については、メールにてご確認いただきます。 
このため、WEB上の会員ページを利⽤できない場合は⼊会いただけません。 
連絡はすべてメールで⾏います。 
重要なお知らせもメールでの連絡となりますので KIDSLEAF からのメールは必ず
ご確認ください。 
※kidsleaf.fukuoka@gmail.comからのメールが受信できるよう、セキュリティの設
定を調整してください。 
※メールアドレスが変わった時は、マイページからご⾃⾝で速やかに変更をお願
いします。 
 
※連絡先等の情報登録はお預かりのたびに確認をお願いいたします。 
災害等の場合にも、緊急連絡先が必要です。常に最新の情報に更新をお願いしま
す。 

 
※INSTAGRAM等で状況をお知らせいたします 

 



会員登録・利⽤に関して 

 
対象年齢 

⽣後 4 か⽉〜⼩学校 6 年⽣までのお⼦様 
 

対象エリア 
 
記載の URL をご確認ください。対象エリア外の⽅はご利⽤致し兼ねますので、

ご了承ください 
https://www.kidsleaf.net/s-projects-basic 

 
提供場所 
 

ご⾃宅 
 

ご利⽤可能⽇ 
 
⽉〜⾦曜⽇ 8:00〜18:30※開始引き継ぎ 15 分、終了引き継ぎ時間 10 分を含む

※⼟・⽇・祝⽇および夏季・年末年始はお休みです 
 

⼊会⽇について 
 

会員登録をされた⽉の⽉会費より、⽉会費の料⾦が発⽣致します。 
⼊会⽇翌⽇の病児保育利⽤につきましては、会員・お⽀払い情報確認後になるた

め、状況により 100％対応致し兼ねます。 
 

 

 
 

 



会員登録〜利⽤までの流れ 

会員登録は WEB 上で完結 

最短翌⽇より利⽤開始可能！ 

 
 
 

 



予約時間・KIDSLEAF スタッフ駆けつけ時間 
予約受付時間によって、駆けつけ可能な時間が異なります 

 
 
 

※2 感染症の流⾏期など、予約件数が増加した場合は、朝 9時前開始の保育予約締切が早
まります。 

※3 予約確定とは、担当のスタッフが決定した時点のこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

利⽤開始時刻の変更について 
予約された保育開始時間の 2 時間前を過ぎての変更は、 

当初予約時間から保育料が発⽣します。 
 

 例）予約の時 9:00 の場合 
朝 7 時以降に保育開始時間を 10:00〜に変更希望した場合、  

利⽤保育料は 9:00〜のままとなります 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャンセルについて 
当⽇朝 6:00 以降 2,000 円（6:00 までは無料）  

※当⽇朝 6 時以降のご予約分も上記に準じキャンセル料を申し受けます。  
※保育開始時間を過ぎてからのキャンセルはできません。 

 
キャンセルは会員様専⽤ページよりキャンセルいただくか、 

キッズリーフの病児保育の電話番号（092-710-5183）にお電話ください。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ひとり親家庭⽀援について 
ひとり親家庭⽀援プランは、会員様のご賛同によって、成⽴しております。 

また、利⽤⼈数に限りがあります。 
サポートを必要とするより多くの⽅に利⽤して頂くため⼊会基準を 

設けております。 
ご家庭の状況確認のために、資料提出をお願いしております。 

また書類を提出された⽅から順に、利⽤枠の空き状況を踏まえ、ご 
案内致しますが、場合により、ご案内できる⽇程に遅れが⽣じる 

場合がございます。利⽤枠が満員等で⼊会制限を⾏う場合もございます 
みなさまのご賛同により運営している関係上、あらかじめご了承ください。 

 
 
 

提出書類について 
① 収⼊が確認できる書類（以下のいずれか１種類） 

・⾃治体から交付された有効期限内の児童扶養⼿当受給証 
・500万円以下の収⼊であることが確認できる前年度の源泉徴収票または課
税・⾮課税証明書 

 
② 扶養が確認できる書類（以下のいずれか１種類） 

・保護者とお⼦さんのそれぞれの保険証 
・保険証がない場合は、住⺠票や弁護⼠作成の資料等 

で保護者とお⼦さんの扶養関係が確認できるもの 
 
 
注 1）就労の有無問わずご利⽤可能です。 
注 2）各種書類は写真に撮って頂き、⼊会申し込みの際 KIDSLEAF より確認メ

ールを送付いたしますので、必要書類について添付しご登録頂きます 
 
 

 
 
 

 



ご利⽤料⾦について 
病児保育利⽤にかかわる料⾦は消費税⾮課税になります 

  

 

※ 
お⼦様と移動する場合は、安全のため原則タクシーの利⽤となります  

タクシー代や受診にかかる費⽤に関しましては、 
利⽤当⽇のご精算となりますので「預り⾦」を  

ご⽤意ください。 
 
 
 
 



⽉会費について 
 
⽉会費は、年に 4 回（1 ⽉・4 ⽉・7 ⽉・10 ⽉）に⾒直しを実施します 
お⼦様のご年齢と直近３ヶ⽉のご利⽤回数を元に、以下の⽉会費料⾦表にて⽉会費が確定
します。 
 

 
 

⽉会費⾒直しについて 
 

⾒直し実施⽉ ⾒直しの基本となる
実績⽉ 

年齢の基準⽇ 新⽉会費適応⽉ 

4 ⽉ 1 ⽉から 3 ⽉分 5 ⽉ 1 ⽇ 5 ⽉分-7 ⽉分 

７⽉ 4 ⽉から 6 ⽉分 8 ⽉ 1 ⽇ 8 ⽉分-10 ⽉分 

10 ⽉ 7 ⽉から 9⽉分 11 ⽉ 1 ⽇ 11 ⽉分-1 ⽉分 

1 ⽉ 10 ⽉から 12 ⽉分 2 ⽉ 1 ⽇ 2 ⽉分-4 ⽉分 

 
※⼊会が 4 ⽉の場合は最初の⾒直しが 7 ⽉になります。その後３ヶ⽉ごとに⾒直

しが⾏われます 



 

ご登録〜お⽀払い 
 

登録からお⽀払い            KIDSLEAF からのご請求・お知ら
せ 

 
必要情報の登録 
〔アカウント作成〕                                               

アカウント作成完了メール 
                               
                      お⽀払い情報⼊⼒⽤ URL を送付 
お⽀払い情報登録                           
                      審査完了後、会員登録確定通知 
                      【翌⽉ 1 ⽇が⼊会⽇となります】 

 
※⼊会⽇にかかわらず⼊会当⽉分の⽉会費が発⽣します。 

 
病児保育利⽤ 
 
                      請求⾦額確定メール送付 
 
                      クレジットカードでの請求 
                      【⼊会⽉に⼊会⾦＋当⽉の⽉会費

＋翌⽉に⽉会費＋前⽉病児保育利
⽤があれば利⽤料⾦等がご請求の
対象になります】 

 
病児保育利⽤ 
 
                      請求⾦額確定メール送付 
 
                      クレジットカードでの請求 
                      【⼊会翌々⽉には、翌⽉分の⽉会

費＋前⽉利⽤があれば利⽤料⾦等
がご請求の対象となります】 



 

お⽀払いについて 
 
 
病児保育のご利⽤がなくても⽉会費は毎⽉発⽣します 
 
⽀払⽅法：お申込時に、WEB上でクレジットカードの登録を⾏っていただきます 
 
請求：クレジットカードの請求⽇：ご請求⽉の 20 ⽇ 

（⼟・⽇・休⽇の場合は、翌営業⽇） 
 
⽉会費は前⽉請求、保育料は⽉末締の翌⽉請求 
 
例）1 ⽉請求（1 ⽉ 20 ⽇クレジットカード決済） 
・⽉会費：2 ⽉分 
・保育料：12 ⽉の保育料・交通費他（利⽤があった⽅のみ） 
 

新規⼊会の初回のお⽀払い（⼊会⽇当⽉） 
⼊会⾦＋⽉会費 2ヶ⽉分および保育料 
例）１歳のお⼦さんが⼊会した時に必ず発⽣する費⽤ 
・⼊会⾦ 15,000 円 
・⽉会費 3ヶ⽉分 9,800 円×3ヶ⽉分＝29,400 円 
※保育料（利⽤があった⽅のみ）が別途発⽣する場合もあります。 
 
請求の内容が確定しましたら、毎⽉ 15 ⽇頃までにメールにて連絡します。 
請求⾦額・明細につきましては、メールにてご確認ください。 
 
 

未納について 
残⾼不⾜でクレジットカードでの決済ができなかった場合等は、 
メールにてご連絡します。 
お⽀払いが確認できるまで、病児保育はご利⽤いただくことができません。 
また、利⽤停⽌中も⽉会費は発⽣します 
 



退会について 

 
退会の申し出がない場合、保育園卒業までは⾃動更新となります。 
退会について、退会の旨を弊社窓⼝までメールをいただき、 

事務局確認後、退会確定となります。 
⽉末までのお⼿続き完了で、翌⽉末をもって退会となります。 

退会⽇は、⽉の末⽇となります。⽉の途中での退会は承ることができません。 
 
１．kidsleaf.fukuoka@gmail.com宛にメールにてお申し出下さい。 
退会届の URL をご案内しますので、必ず期⽇までに退会届をご提出ください。 
 
２．退会届は【お⼦さん 1名ごと】にご提出ください。 
 
３．退会⽉に病児保育を利⽤された場合の保育料は、 
退会⽉の翌⽉の請求となります。 
ご登録の振替⼝座およびクレジットカードは、 
退会⽇の 3ヶ⽉後に登録を解除します。 

 
４．退会後、再度ご利⽤を希望された場合は、 

新規⼊会と同様の⼿続きが必要となり、⼊会⾦も発⽣します。 
 
５．退会されると会員ページへはアクセスできなくなります。 
 
 

⼊会のキャンセルについて 
⼊会確定メールが受信された⽇が⼊会⽇となります。 

また、当⽉より⽉会費が発⽣いたします。 
キャンセルにつきましては、⼊会⽇より 5 ⽇後（12 時まで）までの申請で、 

キャンセル可能になります 
 

また、⼊会キャンセルの場合にも下記メールアドレスまで 
キャンセルの旨をお伝えください（確認には数時間〜1 ⽇ほど 

お時間をいただいております） 
kidsleaf.fukuoka@gmail.com 
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